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〔
判
示
事
項
〕

一
、
取
締
役
社
長
が
株
主
総
会
議
長
に
な
る
旨
の
定
款
の
定
め
の
効

力
二
、
取
引
先
持
株
会
理
事
長
が
、
持
株
会
会
員
の
指
示
に
反
し
て
な

し
た
議
決
権
行
使
の
効
力

三
、
法
人
の
議
決
権
行
使
代
理
権
を
授
与
さ
れ
て
い
な
い
担
当
者
が

株
主
総
会
会
場
に
入
場
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
の
書
面
投

票
の
効
力

四
、
株
主
総
会
議
長
の
表
決
結
果
の
宣
言
と
決
議
の
成
立
要
件

五
、
取
締
役
選
任
決
議
の
不
存
在
確
認
請
求
・
取
消
請
求
と
訴
え
の

利
益

六
、
株
主
総
会
招
集
手
続
の
瑕
疵
と
取
締
役
選
任
決
議

〔
参
照
条
文
〕

　

会
社
法
三
一
〇
条
・
八
三
〇
条
・
八
三
一
条

〔
事
　
実
〕

　
（
1
）
本
件
総
会
の
経
緯

　

東
京
証
券
取
引
所
第
一
部
に
上
場
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
発
行

済
株
式
総
数
四
一
五
万
三
三
七
〇
株
、
単
元
株
式
数
一
〇
〇
株
で
あ

る
Ｙ
社
は
、
平
成
三
〇
年
六
月
二
一
日
、
Ｙ
社
代
表
取
締
役
社
長
Ａ

を
議
長
と
し
て
、
第
七
〇
期
定
時
株
主
総
会
（
本
件
総
会
）
を
開
催

ア
ド
バ
ネ
ク
ス
株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
等
控
訴
事
件

〔
商
法　

六
〇
八
〕

（
東
京
高
判
令
和
元
年
一
〇
月
一
七
日

平
成
三
一
年
ネ
第
一
六
〇
三
号
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
認
等
請
求
控
訴
事
件

金
融
・
商
事
判
例
一
五
八
二
号
三
〇
頁
、
資
料
版
商
事
法
務
四
二
九
号
七
八
頁
）

判
例
研
究
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し
た
。

　

本
件
総
会
の
決
議
事
項
「
取
締
役
七
名
選
任
の
件
」
に
お
い
て
、

Ｘ1

、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
お
よ
び
Ｆ
を
取
締
役
に
選
任
す
る
旨

の
会
社
提
案
議
案
（
本
件
会
社
提
案
）
の
審
議
に
入
っ
た
際
、
Ｇ

（
Ｙ
社
の
株
主
で
あ
る
、
Ｈ
株
式
会
社
、
Ｉ
有
限
会
社
、
Ｊ
株
式
会

社
、
お
よ
び
Ｋ
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
。
Ｙ
社
の
取
引
先
を
会
員

と
す
る
Ｌ
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
持
株
会
〔
本
件
持
株
会
。
Ｌ
は
Ｙ
社

の
商
号
の
主
要
部
分
〕
の
理
事
長
。
右
各
社
お
よ
び
本
件
持
株
会
の

議
決
権
数
は
合
計
八
一
四
一
）
に
よ
っ
て
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｍ
、
Ｎ
、

お
よ
び
Ｏ
を
取
締
役
に
選
任
す
る
旨
の
修
正
動
議
（
以
下
、
Ｍ
、
Ｎ
、

お
よ
び
Ｏ
〔
以
下
、
こ
の
三
名
を
「
Ｍ
ら
」
と
い
う
〕
を
取
締
役
に

選
任
す
る
旨
の
動
議
を
「
本
件
修
正
動
議
」
と
い
う
）
が
提
出
さ
れ

た
。
そ
こ
で
、
本
件
会
社
提
案
と
本
件
修
正
動
議
に
つ
い
て
、
議
場

を
閉
鎖
し
た
上
、
Ｇ
が
用
意
し
た
投
票
用
紙
で
議
決
権
を
行
使
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
議
場
閉
鎖
後
の
株
主
数
は
一
〇
五
八
名
、
議
決
権

数
が
三
万
二
一
一
九
（
過
半
数
は
一
万
六
〇
六
〇
）
で
あ
っ
た
。

　

Ｇ
お
よ
び
Ｐ
（
株
式
会
社
Ｑ
の
職
務
代
行
者
。
Ｇ
が
同
社
の
代
表

取
締
役
。
同
社
の
議
決
権
数
は
四
〇
〇
）
は
、
計
八
五
四
一
の
議
決

権
を
Ｘ1

、
Ｄ
、
Ｅ
、
お
よ
び
Ｆ
（
以
下
、
こ
の
四
名
を
「
Ｘ1

ら
」
と

い
う
）
に
つ
い
て
反
対
、
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
と
し
て
行
使
し
た
。

　

本
件
総
会
会
場
の
使
用
時
間
で
あ
る
午
後
二
時
ま
で
に
投
票
の
集

計
が
完
了
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
午
後
六
時
か
ら
Ｙ
社
本
社
に
お

い
て
本
件
総
会
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
件
総
会
を
再
開
す

る
ま
で
の
間
に
、
Ｙ
社
は
、
本
件
持
株
会
の
保
有
す
る
株
式
（
議
決

権
数
は
一
二
二
六
）
に
つ
い
て
、
本
件
持
株
会
の
理
事
長
で
あ
る
Ｇ

が
本
件
会
社
提
案
に
反
対
し
、
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
す
る
旨
の
議

決
権
行
使
を
し
た
が
、
本
件
持
株
会
の
会
員
か
ら
本
件
会
社
提
案
に

反
対
す
る
旨
の
特
別
の
指
示
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｇ
の
議

決
権
行
使
は
権
利
濫
用
に
よ
り
無
効
で
あ
り
、
事
前
の
電
子
投
票
に

よ
る
議
決
権
行
使
（
本
件
会
社
提
案
に
賛
成
）
を
有
効
と
す
る
旨
の

原
稿
を
用
意
し
た
。

　

午
後
六
時
に
な
り
、
Ｙ
社
本
社
に
お
い
て
、
議
長
で
あ
る
Ａ
が
議

長
席
に
移
動
し
た
際
に
、
Ｐ
が
、
議
長
不
信
任
、
議
長
交
代
、
定
款

に
定
め
ら
れ
て
い
る
議
長
候
補
者
も
す
べ
て
否
認
す
る
旨
の
動
議
を

提
出
す
る
旨
の
発
言
を
し
た
。
こ
れ
に
続
き
、
Ｇ
は
、
Ｐ
を
新
た
な

議
長
に
指
名
す
る
旨
の
発
言
を
し
た
。
な
お
、
Ｙ
社
の
定
款
一
三
条

に
は
、
一
項
に
「
株
主
総
会
は
、
取
締
役
社
長
が
こ
れ
を
招
集
し
、

議
長
と
な
る
。」、
二
項
に
、「
取
締
役
社
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
取
締
役
会
に
お
い
て
定
め
た
順
序
に
よ
り
他
の
取
締
役

が
こ
れ
に
あ
た
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

Ａ
は
、
上
記
発
言
を
動
議
と
し
て
取
扱
い
、
自
身
が
議
長
を
続
け

る
こ
と
の
賛
否
を
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｇ
お
よ
び
Ｐ
か
ら
異
議
が
あ
る
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旨
お
よ
び
行
使
で
き
る
議
決
権
数
が
八
五
四
一
で
あ
る
旨
の
発
言
が

あ
っ
た
の
で
、
動
議
が
可
決
さ
れ
た
も
の
と
し
た
（
本
件
議
長
交
代

決
議
）。
な
お
、
本
件
総
会
再
開
時
点
で
は
、
入
場
し
た
株
主
の
議

決
権
数
は
一
万
五
二
九
三
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｐ
は
、
議
長
と
し

て
、
本
件
修
正
動
議
が
可
決
さ
れ
た
旨
を
発
言
し
た
。

　

そ
の
後
、
Ｙ
社
は
、
平
成
三
〇
年
八
月
一
〇
日
、
関
東
財
務
局
長

に
対
し
、
本
件
総
会
に
お
け
る
本
件
会
社
提
案
お
よ
び
本
件
修
正
動

議
に
対
す
る
決
議
に
つ
い
て
、
Ｒ
銀
行
（
議
決
権
数
は
一
九
八
七
）

お
よ
び
Ｓ
生
命
（
議
決
権
数
は
一
一
三
）
の
議
決
権
合
計
二
一
〇
〇

が
Ｘ1

ら
に
つ
い
て
賛
成
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
棄
権
に
変
更
す
べ
き

で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
と
お
り
の
投
票
数
で
あ
っ
た
旨
の
臨
時
報

告
書
の
訂
正
報
告
書
を
提
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

賛
成　
　
　
　
　
　

反
対　
　
　
　

棄
権

　

Ｘ1　
　
　

一
万
三
六
七
九
個　

一
万
六
二
八
七
個　

二
一
二
〇
個

　

Ｄ　
　
　

一
万
三
六
〇
五
個　

一
万
六
三
六
一
個　

二
一
二
〇
個

　

Ｅ　
　
　

一
万
三
六
〇
〇
個　

一
万
六
三
六
六
個　

二
一
二
〇
個

　

Ｆ　
　
　

一
万
三
六
〇
四
個　

一
万
六
三
六
二
個　

二
一
二
〇
個

　

Ｍ　
　
　

一
万
六
二
一
四
個　

一
万
五
六
九
七
個　
　

一
六
八
個

　

Ｎ　
　
　

一
万
六
二
一
四
個　

一
万
五
六
九
七
個　
　

一
六
八
個

　

Ｏ　
　
　

一
万
六
二
一
四
個　

一
万
五
六
九
七
個　
　

一
六
八
個

　
（
2
）
本
件
訴
え

　

Ｙ
社
創
業
者
の
孫
で
あ
り
Ｙ
社
株
式
を
二
万
三
七
八
七
株
保
有
し
、

本
件
総
会
ま
で
Ｙ
社
の
代
表
取
締
役
を
務
め
て
い
た
Ｘ1

、
Ｘ1

の
母
親

で
あ
り
Ｙ
社
株
式
を
一
一
〇
七
株
保
有
す
る
Ｘ2

、
お
よ
び
Ｙ
社
株
式

を
二
六
万
九
九
〇
〇
株
保
有
す
る
Ｘ3

株
式
会
社
は
、
本
件
総
会
に
お

い
て
は
本
件
会
社
提
案
が
可
決
さ
れ
、
Ｐ
が
議
長
と
称
し
て
行
っ
た

Ｘ1

ら
に
代
え
て
Ｍ
ら
を
取
締
役
に
選
任
す
る
と
の
決
議
（
本
件
決

議
）
に
は
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
か
ら
不
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
平
成

三
〇
年
八
月
二
四
日
、
Ｘ1

ら
が
Ｙ
社
の
取
締
役
の
地
位
を
有
す
る
こ

と
の
確
認
お
よ
び
本
件
決
議
の
不
存
在
確
認
を
求
め
て
訴
え
を
提
起

し
、
同
年
九
月
一
四
日
、
本
件
決
議
に
決
議
の
方
法
が
法
令
も
し
く

は
定
款
に
違
反
し
ま
た
は
著
し
く
不
公
正
と
い
う
会
社
法
八
三
一
条

一
項
一
号
の
取
消
事
由
が
あ
る
と
し
て
本
決
決
議
の
取
消
を
求
め
る

予
備
的
請
求
を
追
加
し
た
。

　

原
審
で
は
次
の
四
点
が
争
点
と
さ
れ
た
。
①
本
件
議
長
交
代
決
議

に
瑕
疵
は
あ
る
か
、
②
Ｇ
に
よ
る
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
す
る
旨
の

本
件
持
株
会
の
議
決
権
行
使
は
無
効
か
、
③
Ｒ
銀
行
お
よ
び
Ｓ
生
命

の
議
決
権
行
使
は
、
本
件
会
社
提
案
に
賛
成
し
た
も
の
と
い
え
る
か
、

④
本
件
会
社
提
案
を
可
決
す
る
決
議
は
成
立
し
た
か
。

　

①
で
は
、
Ｐ
が
、
Ｙ
社
の
取
締
役
で
も
株
主
で
も
な
い
か
ら
、
本

件
議
長
交
代
決
議
が
Ｙ
社
定
款
一
三
条
違
反
に
当
た
る
か
否
か
が
問
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題
と
さ
れ
た
。

　

②
で
は
、
電
子
投
票
を
し
た
取
引
先
持
株
会
の
理
事
長
が
株
主
総

会
に
出
席
し
、
持
株
会
会
員
の
指
示
に
反
す
る
議
決
権
行
使
を
し
た

か
、
そ
の
場
合
の
当
該
議
決
権
行
使
の
効
力
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る

べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
②
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う

な
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
本
件
持
株
会
規
約
（
本
件
規
約
）
に

は
、
会
員
は
拠
出
金
に
よ
り
取
得
し
た
株
式
を
管
理
の
目
的
を
も
っ

て
理
事
長
に
信
託
し
、
そ
の
株
式
の
議
決
権
の
行
使
は
本
件
持
株
会

が
行
う
こ
と
、
会
員
は
、
各
持
分
に
相
当
す
る
株
式
の
議
決
権
の
行

使
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
株
主
総
会
ご
と
に
本
件
持
株
会
に
対
し
書

面
を
も
っ
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
事
務
所
を
Ｙ
社

総
務
部
内
に
置
く
こ
と
な
ど
の
定
め
が
あ
る
。
Ｙ
社
総
務
部
の
担
当

者
は
、
本
件
持
株
会
事
務
局
名
義
で
、
平
成
三
〇
年
六
月
こ
ろ
、
本

件
持
株
会
会
員
に
対
し
、
本
件
会
社
提
案
に
つ
い
て
、
特
別
の
指
示

を
与
え
る
場
合
は
同
月
二
〇
日
午
後
六
時
一
五
分
ま
で
に
書
面
を

も
っ
て
知
ら
せ
る
こ
と
、
賛
成
の
場
合
は
連
絡
の
必
要
は
な
い
こ
と

を
Ｙ
社
総
務
部
の
連
絡
先
を
表
示
し
た
書
面
で
通
知
し
た
（
本
件
通

知
）。
そ
し
て
、
右
特
別
の
指
示
は
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

本
件
持
株
会
は
、
平
成
三
〇
年
六
月
一
五
日
、
電
子
投
票
に
よ
り
本

件
会
社
提
案
に
つ
い
て
賛
成
す
る
議
決
権
行
使
を
し
た
。

　

③
で
は
、
書
面
投
票
を
し
た
法
人
株
主
の
担
当
者
が
株
主
総
会
に

出
席
し
た
場
合
の
法
律
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
本
判
決

で
は
、
③
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
Ｒ
銀

行
は
、
Ｙ
社
に
対
し
て
本
件
会
社
提
案
に
賛
成
す
る
旨
の
議
決
権
行

使
書
を
事
前
に
送
付
し
て
い
た
。
本
件
総
会
会
場
に
入
場
し
た
Ｒ
銀

行
の
上
野
支
社
副
支
社
長
（
当
時
）
は
、
本
件
会
社
提
案
お
よ
び
本

件
修
正
動
議
に
つ
い
て
投
票
に
よ
り
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に

な
っ
た
際
、
同
銀
行
か
ら
議
決
権
行
使
の
権
限
を
授
与
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｙ
社
の
担
当
者
に
対
し
、
傍
聴
の
た
め
に
本
件

総
会
会
場
に
入
場
し
て
お
り
、
議
決
権
の
行
使
は
事
前
に
送
付
し
た

議
決
権
行
使
書
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
投
票
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
を
説
明
し
、
何
も
記
載
せ
ず
に
投
票
用
紙
を
返
還
し
た
。

　

④
で
は
、
株
主
総
会
決
議
の
成
立
時
点
が
問
題
と
さ
れ
た
。

　

原
審
判
決
（
東
京
地
判
平
成
三
一
年
三
月
八
日
金
融
・
商
事
判
例

一
五
七
四
号
四
六
頁
、
資
料
版
商
事
法
務
四
二
一
号
三
一
頁
）
は
、

①
本
件
議
長
交
代
決
議
に
瑕
疵
は
な
く
、
②
Ｇ
に
よ
る
本
件
修
正
動

議
に
賛
成
す
る
旨
の
本
件
持
株
会
の
議
決
権
行
使
は
無
効
で
あ
り
、

③
Ｒ
銀
行
お
よ
び
Ｓ
生
命
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
棄
権
と
扱
う
の
が

相
当
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
Ｘ1

ら
お
よ
び
Ｍ
ら
に
対
す
る
賛
成
票

は
い
ず
れ
も
過
半
数
に
達
し
な
い
こ
と
に
な
り
（
④
に
つ
い
て
判
断

す
る
こ
と
は
要
し
な
い
）、
②
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
は
本
件
決
議
が
不

存
在
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
会
社
法
八
三
一
条
一
項
一
号
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に
定
め
る
取
消
事
由
が
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
と
し
て
、
Ｍ
ら
を
取
締

役
に
選
任
す
る
決
議
を
取
り
消
し
た
。

　

Ｘ1

、
Ｘ2

、
お
よ
び
Ｘ3

は
、
Ｘ1

ら
が
Ｙ
社
取
締
役
の
地
位
に
あ
る
こ

と
の
確
認
な
ど
を
求
め
、
Ｙ
社
は
、
原
審
判
決
で
の
Ｙ
社
敗
訴
部
分

の
取
消
を
求
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
控
訴
し
た
。
控
訴
審
判
決
（
本
判

決
）
で
は
、
Ｍ
ら
の
任
期
途
中
で
の
取
締
役
辞
任
、
お
よ
び
、
第
七

一
期
定
時
株
主
総
会
の
終
結
を
巡
っ
て
の
当
事
者
双
方
か
ら
の
補
充

的
主
張
に
つ
い
て
も
判
断
が
な
さ
れ
た
（
争
点
⑤
）。

〔
判
　
旨
〕

　

①
本
件
議
長
交
代
決
議
に
瑕
疵
は
あ
る
か

　
「
会
議
の
議
長
の
決
定
は
、
議
事
の
方
法
に
関
す
る
決
定
と
し
て
、

そ
の
会
議
体
に
お
い
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
定
款
一
三

条
の
規
定
は
、
取
締
役
が
株
主
総
会
の
議
長
を
務
め
る
こ
と
を
定
め

て
い
る
も
の
の
、
株
主
総
会
に
お
い
て
こ
れ
と
異
な
る
定
め
を
す
る

こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま

た
、
…
…
、
Ｐ
は
株
主
の
職
務
代
行
者
と
し
て
出
席
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、

Ｐ
が
本
件
総
会
の
議
長
と
な
っ
た
こ
と
は
Ｙ
社
定
款
一
三
条
に
反
し

な
い
。」

　

②
Ｇ
に
よ
る
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
す
る
旨
の
本
件
持
株
会
の
議

決
権
行
使
は
無
効
か

　
「
本
件
修
正
動
議
は
本
件
通
知
に
よ
り
会
員
の
意
思
確
認
が
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
件
持
株
会
の
会
員
か
ら
本
件
修
正
動
議

に
つ
い
て
明
示
的
な
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ

で
、
原
案
に
特
別
の
指
示
が
あ
り
、
修
正
議
案
が
株
主
総
会
に
お
い

て
提
出
さ
れ
た
場
合
の
法
人
の
代
表
者
等
の
議
決
権
行
使
の
権
限
が

問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
法
人
の
代
表
者
等
が
修
正
議
案
に
つ
い
て
議

決
権
を
行
使
す
る
際
、
原
案
に
関
す
る
特
別
の
指
示
が
あ
れ
ば
、
そ

こ
か
ら
合
理
的
に
導
き
出
せ
る
内
容
に
よ
り
議
決
権
行
使
を
す
る
権

限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
本
件
に
お
い
て
み
る
と
、
Ｙ
社
か
ら
は
、
決
議
事
項
と
し

て
「
取
締
役
七
名
選
任
の
件
」
と
明
示
さ
れ
た
招
集
通
知
が
さ
れ

（
…
…
）、
こ
れ
を
受
け
て
、
本
件
持
株
会
に
お
い
て
本
件
候
補
者
ら

七
名
を
取
締
役
に
選
任
す
る
本
件
会
社
提
案
に
賛
成
す
る
旨
の
特
別

の
指
示
が
さ
れ
た
こ
と
（
…
…
）、
本
件
修
正
動
議
は
、
本
件
会
社

提
案
に
加
え
て
賛
成
す
る
と
、
本
件
候
補
者
ら
に
Ｍ
、
Ｎ
及
び
Ｏ
の

三
名
を
加
え
て
一
〇
名
の
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
と
な
り
、
招
集

通
知
の
記
載
や
取
締
役
は
八
名
以
下
と
さ
れ
て
い
る
定
款
に
反
す
る

議
案
と
い
え
る
こ
と
（
…
…
）
を
踏
ま
え
る
と
、
前
記
特
別
の
指
示

か
ら
合
理
的
に
導
き
だ
せ
る
内
容
は
、
本
件
修
正
動
議
に
反
対
す
る

こ
と
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
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「
以
上
に
よ
れ
ば
、
Ｇ
が
本
件
持
株
会
の
議
決
権
を
本
件
修
正
動

議
に
賛
成
と
し
て
行
使
し
た
の
は
権
限
を
逸
脱
し
、
又
は
濫
用
し
た

も
の
と
い
え
る
。」

　
「
Ｙ
社
が
こ
の
点
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
み
る
と
、

ま
ず
、
Ｙ
社
の
総
務
部
が
、
本
件
持
株
会
の
事
務
局
と
し
て
、
会
員

へ
の
前
記
通
知
を
し
、
会
員
か
ら
の
特
別
の
指
示
の
連
絡
先
と
な
っ

て
い
た
こ
と
（
…
…
）、
本
件
総
会
の
再
開
前
に
Ｇ
の
投
票
が
本
件

持
株
会
の
特
別
の
指
示
に
反
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
決
議
結

果
発
表
原
稿
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
（
…
…
）
を
踏
ま
え
る
と
、
本

件
修
正
動
議
に
関
す
る
結
果
発
表
前
の
時
点
に
お
い
て
、
議
長
で
あ

る
Ａ
が
本
件
持
株
会
の
会
員
か
ら
Ｇ
に
対
し
本
件
会
社
提
案
に
賛
成

す
る
旨
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
Ａ
が
、
本
件
会
社
提
案
に
賛
成
す
る
株
主
は
、
本
件
修
正

動
議
に
反
対
の
投
票
を
す
る
よ
う
説
明
し
た
こ
と
（
…
…
）、
前
記

の
決
議
結
果
発
表
原
稿
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
Ａ
は
、
本
件
会
社
提

案
に
賛
成
す
る
旨
の
指
示
か
ら
合
理
的
に
導
か
れ
る
内
容
は
本
件
修

正
動
議
に
反
対
す
る
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ

う
す
る
と
、
Ｙ
社
は
、
Ｇ
に
よ
る
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
す
る
と
の

本
件
持
株
会
の
議
決
権
行
使
が
、
そ
の
権
限
を
逸
脱
し
、
又
は
濫
用

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。」

　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
Ｇ
に
よ
る
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
す
る
旨
の

本
件
持
株
会
の
議
決
権
行
使
は
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　
「
以
上
の
と
お
り
、
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
し
た
本
件
持
株
会
の

議
決
権
行
使
は
無
効
で
あ
り
、
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
し
た
議
決
権

が
一
万
四
九
八
八
個
（
一
万
六
二
一
四
個
―
一
二
二
六
個
＝
一
万
四

九
八
八
個
。
…
…
）
で
あ
る
の
に
、
Ｇ
に
よ
る
本
件
持
株
会
の
議
決

権
行
使
を
有
効
で
あ
る
と
し
て
本
件
修
正
動
議
に
つ
い
て
一
万
六
二

一
四
個
の
賛
成
が
あ
る
と
し
た
本
件
決
議
（
…
…
）
に
は
瑕
疵
が
あ

る
。
そ
し
て
、
上
記
瑕
疵
の
態
様
、
本
件
持
株
会
の
株
式
数
等
を
考

慮
す
れ
ば
、
本
件
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、

会
社
法
八
三
一
条
一
項
一
号
に
定
め
る
取
消
事
由
が
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。」

　

③
Ｒ
銀
行
お
よ
び
Ｓ
生
命
の
議
決
権
行
使
は
、
本
件
会
社
提
案
に

賛
成
し
た
も
の
と
い
え
る
か

　
「
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
制
度
は
、
株
主
の
意
思
を
で
き
る

だ
け
決
議
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
株
主
自
身
が
株
主
総
会
に
出
席
す

る
こ
と
な
く
議
決
権
を
行
使
で
き
る
よ
う
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る

と
こ
ろ
、
上
記
認
定
事
実
の
と
お
り
、
Ｒ
銀
行
の
担
当
者
は
、
本
件

総
会
会
場
に
入
場
し
た
が
、
同
銀
行
か
ら
議
決
権
行
使
の
権
限
を
授

与
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
件
会
社
提
案
及
び
本
件
修
正
動
議
に
つ
い
て

の
投
票
の
際
、
Ｙ
社
に
対
し
て
そ
の
旨
を
説
明
し
て
お
り
、
Ｙ
社
に

お
い
て
も
同
銀
行
が
議
決
権
行
使
書
と
異
な
る
内
容
で
議
決
権
を
行
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使
す
る
意
思
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
書
面
に
よ
る
議
決

権
行
使
の
制
度
の
趣
旨
に
鑑
み
、
会
社
に
お
い
て
確
認
し
て
い
る
株

主
の
意
思
に
従
っ
て
議
決
権
の
行
使
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

投
票
に
よ
る
本
件
会
社
提
案
及
び
本
件
修
正
動
議
に
つ
い
て
欠
席
と

し
て
扱
い
、
事
前
に
送
付
さ
れ
て
い
た
議
決
権
行
使
書
に
示
さ
れ
た

Ｒ
銀
行
の
意
思
に
従
っ
て
、
本
件
会
社
提
案
に
賛
成
、
本
件
修
正
動

議
に
反
対
と
し
て
扱
う
の
が
相
当
で
あ
る
。」

　
「
そ
う
す
る
と
、
Ｓ
生
命
の
議
決
権
の
行
使
を
ど
の
よ
う
に
扱
う

か
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
本
件
会
社
提
案
の
う
ち
、
Ｘ1

ら
に
対
す

る
賛
成
票
は
、
本
件
持
株
会
の
議
決
権
及
び
Ｒ
銀
行
の
議
決
権
を
賛

成
と
す
る
と
、
Ｘ1

一
万
六
八
九
二
個
、
Ｄ
一
万
六
八
一
八
個
、
Ｅ
一

万
六
八
一
三
個
、
Ｆ
一
万
六
八
一
七
個
と
な
り
、
過
半
数
で
あ
る
一

万
六
〇
六
〇
個
に
い
ず
れ
も
達
す
る
こ
と
に
な
る
。」

　

④
本
件
会
社
提
案
を
可
決
す
る
決
議
は
成
立
し
た
か

　
「
株
主
総
会
の
決
議
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
そ

の
議
案
に
対
す
る
賛
成
の
議
決
権
数
が
決
議
に
必
要
な
数
に
達
し
た

こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
時
に
成
立
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
、
挙
手
・
起
立
・
投
票
な
ど
の
採
決
の
手
続
を
と
る
こ
と

を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
（
最
高
裁
判
所
昭
和
四
二
年
七
月
二
五
日

第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
一
巻
六
号
一
六
六
九
頁
）。
し
た
が
っ

て
、
投
票
と
い
う
表
決
手
続
を
採
っ
た
場
合
も
含
め
て
、
議
長
の
宣

言
は
決
議
の
成
立
要
件
で
は
な
く
、
決
議
は
、
会
社
が
株
主
の
投
票

を
集
計
し
、
決
議
結
果
を
認
識
し
得
る
状
態
と
な
っ
た
時
点
で
成
立

す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
い
と
、

〔
証
拠
略
〕
の
意
見
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
し
い
集
計

結
果
に
よ
れ
ば
可
決
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
り
な
が
ら
議
長
が
否
決

を
宣
言
し
た
場
合
に
は
、
否
決
の
決
議
に
は
決
議
取
消
訴
訟
を
提
起

で
き
な
い
た
め
違
法
な
状
態
を
是
正
す
る
手
段
が
な
い
こ
と
に
な
る

し
、
ま
た
、
本
件
に
お
け
る
本
件
会
社
提
案
と
本
件
修
正
動
議
の
よ

う
に
二
者
択
一
の
提
案
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
議
長
が
一

方
の
提
案
が
可
決
さ
れ
た
旨
宣
言
し
た
が
、
同
決
議
が
決
議
取
消
訴

訟
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
他
方
の
決
議
に
つ
い
て
、
上
記

訴
訟
に
お
い
て
決
議
の
成
立
要
件
を
充
足
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
の
宣
言
が
な
い
か
ら
成
立
し
て

い
な
い
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
不
当
な
結
論
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

　

そ
し
て
、
本
件
会
社
提
案
の
う
ち
、
Ｘ1

ら
を
取
締
役
に
選
任
す
る

旨
の
決
議
は
、
前
記
の
と
お
り
決
議
の
成
立
要
件
を
満
た
す
こ
と
か

ら
す
れ
ば
（
…
…
）、
同
議
案
を
可
決
す
る
決
議
が
成
立
し
た
と
認

め
ら
れ
る
。」
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⑤
控
訴
審
に
お
け
る
当
事
者
の
補
充
的
主
張
に
つ
い
て
の
判
断

　
（ 

1
）
本
件
決
議
の
不
存
在
確
認
請
求
・
取
消
請
求
に
つ
い
て
の

訴
え
の
利
益
に
つ
い
て

　
「
Ｍ
ら
が
令
和
元
年
五
月
八
日
に
Ｙ
社
の
取
締
役
を
辞
任
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
Ｍ
ら
を
取
締
役
に
選
任
す
る
と

の
本
件
決
議
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
及
び
同
決

議
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限

り
、
訴
え
の
利
益
が
失
わ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件

全
証
拠
を
検
討
し
て
も
、
本
件
に
お
い
て
上
記
特
段
の
事
情
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
各
訴
え
は
、
い
ず
れ
も

訴
え
の
利
益
が
な
い
か
ら
、
不
適
法
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」

　
（
2
）
Ｘ1

ら
の
取
締
役
と
し
て
の
地
位
確
認
に
つ
い
て

　
「
Ｙ
社
の
定
款
に
お
い
て
、
取
締
役
の
任
期
は
「
選
任
後
一
年
以

内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
株
主

総
会
終
結
の
時
ま
で
」
と
す
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
第
七
一

期
総
会
が
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
を
構
成
員
と
す
る
取
締
役
会
決
議
に
基
づ

き
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ａ
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
こ
と
、
令
和
元
年
六

月
二
五
日
に
第
七
一
期
総
会
が
開
催
さ
れ
、
同
総
会
に
お
い
て
、
取

締
役
と
し
て
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｕ
、
Ｍ
ら
及
び
Ｖ
の
八
名
を
選
任
す

る
と
の
決
議
等
が
成
立
し
、
同
総
会
が
終
結
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。」

　
「
確
か
に
、
第
七
一
期
総
会
の
招
集
を
決
定
し
た
取
締
役
会
に
Ｘ1

ら
は
出
席
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
（
弁
論
の
全
趣
旨
）、

同
総
会
の
招
集
手
続
に
は
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
上
記
認
定

事
実
の
と
お
り
、
Ｙ
社
の
取
締
役
で
あ
る
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
を
構
成
員

と
す
る
取
締
役
会
に
お
い
て
招
集
が
決
定
さ
れ
、
代
表
取
締
役
で
あ

る
Ａ
が
招
集
決
議
に
基
づ
き
招
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

手
続
的
瑕
疵
が
著
し
く
、
株
主
総
会
決
議
が
法
的
に
不
存
在
と
ま
で

は
い
え
な
い
。」

　
「
第
七
一
期
総
会
に
お
い
て
、
取
締
役
と
し
て
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、

Ｕ
、
Ｍ
ら
及
び
Ｖ
を
選
任
す
る
と
の
決
議
が
成
立
し
て
お
り

（
…
…
）、
同
決
議
が
不
存
在
と
は
い
え
な
い
こ
と
…
…
か
ら
す
れ
ば
、

Ｙ
社
に
お
い
て
「
役
員
が
欠
け
た
場
合
」
に
は
当
た
ら
な
い
」

　

⑥
結　

論

　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
第
一
審
原
告
ら
の
訴
え
の
う
ち
、
主
位
的
に

本
件
決
議
の
不
存
在
確
認
を
、
予
備
的
に
本
件
決
議
の
取
消
し
を
求

め
る
部
分
は
い
ず
れ
も
訴
え
の
利
益
を
欠
く
か
ら
、
却
下
す
べ
き
で

あ
り
、
Ｘ1

ら
が
Ｙ
社
の
取
締
役
の
地
位
に
あ
る
こ
と
の
確
認
請
求
及

び
同
人
ら
が
Ｙ
社
の
取
締
役
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
こ
と
の

確
認
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
か
ら
棄
却
す
べ
き
こ
と
に
な

る
。」
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〔
研
　
究
〕

一
、
本
件
事
案
の
特
徴

　

本
判
決
は
、
第
一
審
原
告
ら
の
請
求
を
す
べ
て
退
け
て
い
る
。
そ

の
理
由
は
争
点
⑤
に
尽
き
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
争
点
⑤
を
検
討
す
る

（
二
）。
こ
こ
で
は
、
取
締
役
選
任
決
議
の
不
存
在
確
認
請
求
・
取
消

請
求
と
訴
え
の
利
益
、
お
よ
び
株
主
総
会
招
集
手
続
の
瑕
疵
と
取
締

役
選
任
決
議
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
争
点
と
し
て
は
目
新
し
く

は
な
い
。

　

本
件
事
案
の
特
徴
は
、
上
場
会
社
に
お
い
て
一
定
の
支
配
権
を
保

持
し
て
い
る
創
業
家
出
身
の
取
締
役
に
対
し
て
、
定
時
株
主
総
会
に

お
い
て
不
意
打
ち
的
に
経
営
支
配
権
の
争
奪
が
仕
掛
け
ら
れ
、
双
方

と
も
に
確
実
に
勝
て
る
と
い
う
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
決
議
の

可
否
の
レ
ベ
ル
で
の
混
乱
が
生
じ
た
点
に
存
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
か
ら
、
取
締
役
社
長
が
株
主
総
会
議
長
に
な
る
旨
の
定
款
の
定
め

の
効
力
（
争
点
①
）、
取
引
先
持
株
会
の
理
事
長
が
持
株
会
会
員
の

指
示
に
反
し
て
な
し
た
議
決
権
行
使
の
効
力
（
争
点
②
）、
法
人
の

議
決
権
行
使
代
理
権
を
授
与
さ
れ
て
い
な
い
担
当
者
が
株
主
総
会
会

場
に
入
場
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
の
書
面
投
票
の
効
力
（
争

点
③
）、
株
主
総
会
議
長
の
表
決
結
果
の
宣
言
と
決
議
の
成
立
要
件

（
争
点
④
）、
と
い
う
よ
う
な
株
主
総
会
を
巡
る
多
岐
に
わ
た
る
争
点

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
の
論
理
の
運
び
に
は
や
や
粗
い
点
が

見
受
け
ら
れ
る
が
、
各
争
点
は
理
論
的
に
も
実
務
的
に
も
重
要
な
問

題
を
提
起
し
て
い
る
。
以
下
、
二
に
続
け
て
、
順
に
検
討
す
る
（
三

～
六
）。

二
、
争
点
⑤
に
つ
い
て

　
（
1
）
第
一
審
原
告
ら
は
、
本
件
決
議
（
Ｍ
ら
を
取
締
役
に
選
任

す
る
決
議
）
の
不
存
在
確
認
・
取
消
を
請
求
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
原
判
決
は
本
件
決
議
を
取
り
消
し
た
。
本
判
決
も
、
同
決
議

に
は
取
消
事
由
が
あ
る
と
判
示
す
る
。
開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
に
お

い
て
決
議
が
成
立
し
て
い
な
い
の
に
総
会
議
長
が
決
議
成
立
を
宣
言

し
て
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
（
定
足
数
不
足
、
反
対
票
が

多
数
、
一
部
に
無
効
な
議
決
権
行
使
が
あ
り
賛
成
票
が
決
議
成
立
に

必
要
な
多
数
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
な
ど
）
に
は
、
当
該
決
議

は
不
存
在
で
は
な
く
、
決
議
取
消
事
由
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
一
般

に
解
さ
れ
て
い
る
（『
新
版
注
釈
会
社
法
（
5
）』〔
一
九
八
一
年
〕

三
二
〇
～
三
二
一
頁
〔
岩
原
紳
作
〕）。
原
判
決
お
よ
び
本
判
決
が
特

別
な
立
場
を
採
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

次
に
、
原
判
決
後
、
Ｍ
ら
は
取
締
役
を
辞
任
し
て
お
り
、
取
締
役

権
利
義
務
者
（
会
三
四
六
条
一
項
）
に
も
当
た
ら
な
い
（
選
任
に
争

い
の
な
い
取
締
役
が
三
名
〔
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
〕
存
在
す
る
）。
そ
こ
で
、

本
判
決
は
、
第
一
審
原
告
ら
の
い
ず
れ
の
訴
え
も
、
訴
え
の
利
益
を
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欠
く
と
判
示
す
る
。
従
来
か
ら
の
判
例
法
理
（
最
判
昭
和
四
五
年
四

月
二
日
民
集
二
四
巻
四
号
二
二
三
頁
「
役
員
選
任
の
総
会
決
議
取
消

の
訴
が
係
属
中
、
そ
の
決
議
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
ら
役

員
が
す
べ
て
任
期
満
了
に
よ
り
退
任
し
、
そ
の
後
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
つ
て
取
締
役
ら
役
員
が
新
た
に
選
任
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
取

消
を
求
め
る
選
任
決
議
に
基
づ
く
取
締
役
ら
役
員
が
も
は
や
現
存
し

な
く
な
つ
た
と
き
は
、
…
…
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
決
議

取
消
の
訴
は
実
益
な
き
に
帰
し
、
訴
の
利
益
を
欠
く
に
至
る
も
の
と

解
す
る
を
相
当
と
す
る
。」）
を
踏
襲
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
Ｍ
ら
が

取
締
役
権
利
義
務
者
で
あ
る
な
ど
の
特
別
の
事
情
も
な
い
。
本
判
決

は
特
別
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
（
2
）
第
一
審
原
告
ら
は
、
Ｘ1

ら
の
取
締
役
と
し
て
の
地
位
の
確

認
を
請
求
し
て
い
る
。
原
判
決
は
、
Ｘ1

ら
を
取
締
役
に
選
任
す
る
決

議
は
否
決
さ
れ
た
と
判
示
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
、
右
決

議
は
可
決
さ
れ
た
と
判
示
し
て
い
る
（
争
点
④
）。
し
か
し
、
Ｘ1

ら

の
取
締
役
の
任
期
は
満
了
し
て
お
り
、
Ｘ1

ら
は
取
締
役
権
利
義
務
者

に
も
当
た
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
本
判
決
は
、
Ｘ1

ら
の
取
締
役
と

し
て
の
地
位
の
確
認
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

本
判
決
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
社
の
第
七
一
期
定
時
株
主
総
会
が
開
催
さ

れ
取
締
役
が
選
任
さ
れ
た
か
ら
（
令
和
元
年
六
月
二
五
日
）、
同
総

会
の
終
結
を
も
っ
て
第
七
〇
期
定
時
株
主
総
会
で
選
任
さ
れ
た
取
締

役
は
任
期
満
了
に
よ
り
取
締
役
の
地
位
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
（
Ｙ

社
定
款
）。
第
七
一
期
総
会
の
招
集
を
決
定
し
た
取
締
役
会
に
Ｘ1

ら

は
出
席
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
同
総
会
の
招
集
手
続
に
は

瑕
疵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
Ｙ
社
の
取
締
役
で
あ
る
Ａ
、
Ｂ
お
よ

び
Ｃ
を
構
成
員
と
す
る
取
締
役
会
に
お
い
て
招
集
が
決
定
さ
れ
、
代

表
取
締
役
で
あ
る
Ａ
が
招
集
決
議
に
基
づ
き
招
集
し
て
い
る
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
手
続
的
瑕
疵
が
著
し
い
と
ま
で
は
い
え
ず
同
総
会
の

決
議
が
法
的
に
不
存
在
と
は
い
え
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

事
実
関
係
に
不
明
確
な
点
は
あ
る
が
、
Ａ
が
代
表
取
締
役
に
選
定

さ
れ
た
の
は
第
七
〇
期
総
会
後
の
取
締
役
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
取
締
役
会
に
Ｘ1

ら
四
名
は
招
集
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

Ａ
（
そ
の
他
の
取
締
役
）
を
代
表
取
締
役
に
選
定
す
る
決
議
は
原
則

と
し
て
無
効
で
あ
る
（
最
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
日
民
集
二
三
巻

一
二
号
二
三
九
六
頁
）。
そ
う
す
る
と
代
表
取
締
役
が
存
在
し
な
い

こ
と
に
な
る
か
ら
、
任
期
満
了
（
第
七
〇
期
総
会
終
結
）
に
よ
っ
て

退
任
し
た
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ａ
は
な
お
代
表
取
締
役
と
し
て
の
権

利
義
務
を
有
す
る
（
会
三
五
一
条
一
項
。
第
七
〇
期
総
会
で
取
締
役

に
は
選
任
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
右
判
旨

は
従
来
の
判
例
法
理
（
取
締
役
会
の
招
集
決
議
に
基
づ
か
ず
代
表
取

締
役
で
な
い
取
締
役
が
招
集
し
た
株
主
総
会
の
決
議
は
不
存
在
で
あ

る
〔
最
判
昭
和
四
五
年
八
月
二
〇
日
判
例
時
報
六
〇
七
号
七
九
頁
〕
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が
、
取
締
役
会
の
招
集
決
議
に
基
づ
か
ず
に
代
表
取
締
役
が
招
集
し

た
株
主
総
会
の
決
議
に
は
取
消
事
由
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
〔
最
判
昭

和
四
六
年
三
月
一
八
日
民
集
二
五
巻
二
号
一
八
三
頁
参
照
〕）
の
枠

内
に
あ
る
。

　

な
お
、
Ｙ
社
で
は
、
右
の
よ
う
な
瑕
疵
の
連
鎖
を
解
消
す
る
目
的

で
、
少
数
株
主
（
Ｇ
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
株
式
会
社
）
に
よ
っ

て
裁
判
所
の
許
可
を
得
た
臨
時
株
主
総
会
が
招
集
さ
れ
（
会
二
九
七

条
四
項
）、
当
該
総
会
（
令
和
元
年
九
月
二
五
日
）
に
お
い
て
、
第

七
一
期
総
会
の
取
締
役
選
任
な
ど
の
決
議
が
追
認
さ
れ
、
さ
ら
に
右

決
議
の
効
力
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
停
止
条
件
と
し
て
同
内
容
の
取

締
役
な
ど
の
選
任
決
議
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
鳥
山
恭
一
「
本

判
決
解
説
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
八
一
号
〔
二
〇
二
〇
年
〕
一
二
一
頁

参
照
）。

三
、
本
件
議
長
交
代
決
議
の
効
力
（
争
点
①
）

　

会
議
体
の
議
長
は
、
会
議
ご
と
に
当
該
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る
。

株
主
総
会
の
議
長
に
つ
き
、
昭
和
五
六
年
改
正
商
法
二
三
七
条
の
四

第
一
項
は
、「
総
会
ノ
議
長
ハ
定
款
ニ
定
メ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
総
会
ニ

於
テ
之
ヲ
選
任
ス
」
と
し
た
。
同
年
改
正
に
お
け
る
新
設
規
定
で
あ

る
が
、
議
長
の
選
任
方
法
を
明
示
し
た
だ
け
で
あ
り
、
内
容
的
に
は

当
然
の
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
、
必
ず
議
長
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
わ
け
で
も
な
い
（
会
規
七
二
条
三
項
五
号
参
照
）。
そ
こ
で
、

平
成
一
七
年
会
社
法
に
お
い
て
は
同
条
項
に
当
た
る
規
定
は
設
け
ら

れ
な
か
っ
た
（
相
澤
哲
編
著
『
立
案
担
当
者
に
よ
る
新
・
会
社
法
の

解
説
』〔
二
〇
〇
六
年
〕
八
六
頁
〔
相
澤
哲
＝
細
川
充
〕）。

　

本
件
で
は
、
Ｙ
社
定
款
一
三
条
一
項
に
基
づ
い
て
本
件
総
会
の
議

長
を
務
め
た
Ａ
に
対
し
て
、
継
続
会
の
冒
頭
で
不
信
任
決
議
が
可
決

さ
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
定
款
の
定
め
は
、
株
主
総
会
ご
と
の
議

長
選
任
手
続
を
省
略
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
同
定
め
に
基
づ
く
議
長
を

不
信
任
す
る
決
議
は
通
常
決
議
で
足
り
る
と
解
さ
れ
る
（
定
款
の
同

定
め
自
体
が
変
更
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
）（
前
掲
『
新
版
注
釈
会

社
法
（
5
）』
一
六
一
～
一
六
二
頁
〔
森
本
滋
〕・
二
〇
九
頁
〔
菱
田

政
宏
〕）。
議
長
不
信
任
は
、
同
条
二
項
の
「
取
締
役
社
長
に
事
故
が

あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
肯
定

し
た
と
し
て
も
、
同
条
二
項
に
基
づ
く
後
任
の
取
締
役
議
長
も
不
信

任
し
う
る
か
ら
、
同
条
一
項
に
基
づ
く
議
長
の
不
信
任
後
、
直
ち
に
、

株
主
総
会
は
次
の
議
長
を
選
任
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
松

尾
健
一
「
原
判
決
批
評
」
商
事
法
務
二
一
九
七
号
〔
二
〇
一
九
年
〕

二
〇
頁
は
、
議
長
選
任
の
総
会
決
議
が
定
款
の
議
長
の
定
め
に
優
先

す
る
の
は
当
然
だ
と
さ
れ
る
〔
同
旨
、
澤
山
裕
文
「
原
判
決
解
説
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
速
報
判
例
解
説V

ol. 2 5

（
二
〇
一
九
年
）
一

四
三
頁
〕）。
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こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
本
判
決
①
は
正
当
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
第
一
審
原
告
ら
の
主
張
に
引
き
ず
ら
れ
て
か
、「
Ｐ
は
株
主

の
職
務
代
行
者
と
し
て
出
席
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
主
と
し

て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す

る
。
株
主
総
会
の
議
長
の
資
格
に
つ
い
て
は
特
別
な
制
限
は
な
い

（
前
掲
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
5
）』
一
六
二
～
一
六
三
頁
〔
森
本
〕、

『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
7
』〔
二
〇
一
三
年
〕
二
七
二
頁
〔
中
西

敏
和
〕）。
取
締
役
で
も
株
主
で
も
な
い
執
行
役
（
委
員
会
等
設
置
会

社
の
場
合
）
や
当
該
会
社
の
顧
問
弁
護
士
を
議
長
に
選
任
す
る
こ
と

も
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
株
主
総
会
の
議
長
資
格
を
取
締
役
や
株
主

に
限
定
す
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
も
、
定
款
変
更
の
手
続
を
要
せ
ず

に
、
株
主
総
会
は
そ
れ
以
外
の
者
を
議
長
に
選
任
で
き
る
と
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

四
、
電
子
投
票
を
し
た
取
引
先
持
株
会
の
理
事
長
が
株
主
総
会
に
出

席
し
、
持
株
会
会
員
の
指
示
に
反
す
る
議
決
権
行
使
を
し
た
場
合

の
当
該
議
決
権
行
使
の
効
力
（
争
点
②
）

　

本
件
持
株
会
が
ど
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
す
る
組
織
な
の
か
は

明
確
で
は
な
い
（
民
法
上
の
組
合
だ
と
の
指
摘
が
あ
る
〔
松
尾
・
前

掲
二
二
頁
。
日
本
証
券
業
協
会
「
持
株
制
度
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
Ⅰ
第
五
章
第
二
章
2
（
2
）
①
参
照
〕）。
本
件
規
約
に
よ
る
と
、

会
員
は
拠
出
金
に
よ
り
取
得
し
た
株
式
を
管
理
の
目
的
を
も
っ
て
理

事
長
に
信
託
す
る
が
、
そ
の
株
式
の
議
決
権
の
行
使
は
本
件
持
株
会

が
行
い
、
会
員
は
、
各
持
分
に
相
当
す
る
株
式
の
議
決
権
の
行
使
に

つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
株
主
総
会
ご
と
に
本
件
持
株
会
に
対
し
書
面
を

も
っ
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
議
決
権
行
使
に
関
し
て
は
、

信
託
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
（
た
だ
し
、
藤
嶋
肇

「
原
判
決
研
究
」
金
融
・
商
事
判
例
一
五
八
九
号
〔
二
〇
二
〇
年
〕

五
頁
は
、
議
決
権
に
つ
い
て
は
個
別
の
株
主
に
実
質
的
に
帰
属
し
そ

れ
が
理
事
長
に
信
託
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
）、
実

態
と
し
て
は
代
理
行
使
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
松
尾
・
前
掲
二
一
～

二
二
頁
、
北
村
雅
史
「
事
前
の
議
決
権
行
使
と
株
主
総
会
へ
の
「
出

席
」
の
意
味
」
商
事
法
務
二
二
三
一
号
〔
二
〇
二
〇
年
〕
七
頁
参

照
）。

　

本
件
総
会
に
お
け
る
取
締
役
選
任
議
題
に
関
し
て
、
本
件
持
株
会

の
理
事
長
で
あ
る
Ｇ
は
、
本
件
会
社
提
案
に
賛
成
す
る
、
し
た
が
っ

て
本
件
修
正
動
議
に
反
対
す
る
権
限
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
旨
が

認
定
さ
れ
て
い
る
（
相
反
議
案
に
つ
い
て
は
、
田
中
亘
「
株
主
総
会

に
お
け
る
議
決
権
行
使
・
委
任
状
勧
誘
」『
会
社
法
施
行
5
年　

理

論
と
実
務
の
現
状
と
課
題
』〔
二
〇
一
一
年
〕
六
～
九
頁
参
照
）。
そ

う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
本
件
持
株
会
会
員
と
Ｇ
の
間
で
は
、「
Ｇ

が
本
件
持
株
会
の
議
決
権
を
本
件
修
正
動
議
に
賛
成
と
し
て
行
使
し
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た
の
は
権
限
を
逸
脱
し
、
又
は
濫
用
し
た
も
の
と
い
え
る
。」
こ
と

に
な
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
権
限
の
逸
脱
・
濫
用
を
も
っ
て
当

該
議
決
権
行
使
を
無
効
と
評
価
で
き
る
か
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
れ

を
無
効
と
し
な
け
れ
ば
議
決
権
行
使
に
つ
き
指
示
で
き
る
本
件
持
株

会
会
員
の
意
思
実
現
が
妨
げ
ら
れ
る
。
他
方
で
、
集
団
的
法
律
関
係

で
あ
る
株
主
総
会
決
議
に
お
い
て
は
法
的
安
定
性
が
重
視
さ
れ
る
。

本
判
決
は
、
Ｙ
社
（
本
件
総
会
議
長
Ａ
）
が
右
逸
脱
・
濫
用
に
つ
き

悪
意
で
あ
っ
た
か
否
か
を
分
水
嶺
と
し
て
お
り
、
適
切
な
判
断
で
あ

ろ
う
（
松
尾
・
前
掲
二
二
～
二
三
頁
。
山
本
爲
三
郎
「
委
任
状
勧
誘

規
制
の
法
的
意
義
」
法
学
研
究
八
二
巻
一
二
号
〔
二
〇
〇
九
年
〕
一

四
五
～
一
四
六
頁
参
照
）。

　

と
こ
ろ
で
、〔
判
旨
〕
③
（「
そ
う
す
る
と
」
以
下
）
で
は
、
本
件

持
株
会
は
本
件
会
社
提
案
に
賛
成
す
る
議
決
権
行
使
を
し
た
旨
の
扱

い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
は
、
Ｇ
が
行
っ
た
本
件
修
正
動
議
に

賛
成
す
る
議
決
権
行
使
を
無
効
と
解
す
る
一
方
、
本
件
会
社
提
案
に

賛
成
す
る
本
件
持
株
会
の
電
子
投
票
の
効
力
を
認
め
た
も
の
と
思
わ

れ
る
（
本
件
総
会
当
時
、
Ｙ
社
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
原
判

決
も
、
Ｇ
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
無
効
と
し
、
本
件
会
社
提
案
に
対

す
る
賛
成
票
を
計
算
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
仮
に
本
件
持
株
会
の
議

決
権
を
賛
成
と
し
て
も
」
と
述
べ
て
い
る
）。
も
っ
と
も
、
株
主
の

代
理
人
が
株
主
総
会
に
出
席
す
る
と
、
株
主
が
あ
ら
か
じ
め
な
し
た

電
子
投
票
は
撤
回
さ
れ
た
と
解
さ
れ
て
き
た
（
前
掲
『
会
社
法
コ
ン

メ
ン
タ
ー
ル
7
』
二
二
四
頁
〔
松
中
学
〕
参
照
）。
本
判
決
は
こ
の

点
の
説
明
を
な
し
て
い
な
い
。

　

株
主
総
会
に
出
席
し
た
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
が
無
効
と
判

断
さ
れ
た
が
、
本
人
が
あ
ら
か
じ
め
電
子
投
票
し
て
い
た
場
合
と
し

て
考
え
て
み
よ
う
。
本
件
に
則
し
て
事
実
関
係
を
分
析
す
る
と
、

（
ⅰ
）
株
主
は
特
定
の
議
案
に
つ
き
賛
否
を
指
示
し
て
代
理
人
に
議

決
権
行
使
の
権
限
を
与
え
て
い
た
、（
ⅱ
）
当
該
代
理
人
は
株
主
の

指
示
通
り
に
議
決
権
を
行
使
す
る
電
子
投
票
を
代
理
で
行
っ
た
、

（
ⅲ
）
当
該
代
理
人
は
株
主
総
会
に
出
席
し
た
、（
ⅳ
）
当
該
議
案
に

つ
き
当
該
代
理
人
は
株
主
の
指
示
に
反
し
た
議
決
権
の
代
理
行
使
を

な
し
た
、（
ⅴ
）
会
社
は
当
該
代
理
人
が
株
主
の
指
示
に
反
す
る
議

決
権
の
代
理
行
使
を
な
し
た
こ
と
に
つ
き
悪
意
で
あ
っ
た
、
と
な
ろ

う
。（
ⅰ
）
～
（
ⅲ
）
の
事
実
が
あ
る
場
合
に
は
、
電
子
投
票
は
撤

回
さ
れ
た
と
解
さ
れ
て
き
た
。（
ⅱ
）
以
外
の
事
実
が
あ
る
場
合
に

は
、
代
理
人
の
議
決
権
行
使
は
無
効
と
評
価
さ
れ
る
が
、
代
理
人
は

株
主
総
会
に
出
席
し
て
い
る
の
で
、
行
使
さ
れ
た
議
決
権
数
は
出
席

し
た
株
主
の
議
決
権
数
に
算
入
さ
れ
る
（
山
本
・
前
掲
一
四
七
頁
注

（
六
三
）
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
て
、（
ⅰ
）
～
（
ⅴ
）
の
事
実
が
あ

る
場
合
に
は
、
代
理
人
の
議
決
権
行
使
は
無
効
で
あ
り
、
電
子
投
票

が
効
力
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
。（
ⅲ
）
に
よ
っ
て
電
子
投
票
は
撤
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回
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
要
は
決
議
の
成
立
に
あ
り
、
採
決

時
に
お
け
る
議
決
権
行
使
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
代
理
人
の
議

決
権
行
使
が
本
件
の
よ
う
な
無
効
で
あ
れ
ば
（（
ⅴ
）
参
照
）、
当
該

議
案
に
関
し
て
は
電
子
投
票
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
当
該
議
決
権
数
は
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
数
に
算
入
さ
れ
る

〔
会
三
一
二
条
三
項
〕。
弥
永
真
生
「
本
判
決
解
説
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務

二
〇
巻
二
号
〔
二
〇
二
〇
年
〕
六
七
頁
、
北
村
・
前
掲
七
頁
参
照
）。

こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
本
件
持
株
会
は
本
件
会
社
提
案
に
賛
成

す
る
議
決
権
行
使
を
し
た
旨
の
扱
い
を
す
る
本
判
決
は
正
当
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
件
は
会
社
経
営
権
を
巡
る
争
い
の
事
案
で
あ
り
、
持
株

会
の
理
事
長
が
経
営
陣
の
関
与
の
下
に
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
で

あ
れ
ば
、
決
議
方
法
が
著
し
く
不
公
正
だ
と
す
る
決
議
取
消
事
由
に

当
た
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
澤
山
・
前
掲
一
四
四
頁
）。

代
理
権
の
逸
脱
・
濫
用
を
会
社
が
知
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
当
該
議

決
権
の
代
理
行
使
は
有
効
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
検
討
す

べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

五
、
書
面
投
票
を
し
た
法
人
株
主
の
担
当
者
が
株
主
総
会
に
出
席
し

た
場
合
の
法
律
関
係
（
争
点
③
）

　

本
判
決
も
原
判
決
も
、
書
面
投
票
制
度
は
株
主
総
会
に
出
席
し
な

い
株
主
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
こ
と
（
会
二
九
八
条
一
項
三
号
参

照
）
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
争
点
③
に
つ
き
異
な
る
結
論
を
導
い
て

い
る
。

　

原
判
決
は
、「
Ｙ
社
は
、
本
件
総
会
に
お
い
て
は
、
株
主
で
あ
っ

て
も
傍
聴
者
と
し
て
の
入
場
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。」
と
の
事
実

（
以
下
、
事
実
ア
）
を
認
定
し
た
上
で
、「
Ｒ
銀
行
及
び
Ｓ
生
命
の
各

担
当
者
が
、
本
件
総
会
に
職
務
代
行
者
と
し
て
出
席
し
た
以
上

（
…
…
）、
そ
の
時
点
で
事
前
の
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
は
撤
回
さ

れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
会
社
提
案

及
び
本
件
修
正
動
議
に
対
す
る
投
票
に
際
し
、
Ｓ
生
命
の
担
当
者
は

投
票
せ
ず
、
Ｒ
銀
行
の
担
当
者
は
白
紙
の
投
票
用
紙
を
交
付
し
た
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
（
…
…
）、
Ｒ
銀
行
及
び
Ｓ
生
命
の
議
決

権
に
つ
い
て
は
、
棄
権
と
し
て
扱
う
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
の
判

断
を
示
し
て
い
る
。

　

本
判
決
は
、
基
本
的
に
原
判
決
を
引
用
し
て
い
る
が
、
上
記
事
実

ア
は
引
用
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
Ｒ
銀
行
の
担
当
者
が
何
も
記
載
せ

ず
に
投
票
用
紙
を
返
還
し
た
経
緯
を
認
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
原

判
決
は
、
Ｒ
銀
行
と
Ｓ
生
命
の
各
担
当
者
を
（
Ｐ
と
同
様
に
）「
職

務
代
行
者
」
と
し
て
い
る
が
、
本
判
決
は
、
両
者
を
「
職
務
代
行

者
」
と
は
し
て
い
な
い
（「
傍
聴
者
と
し
て
本
件
総
会
会
場
に
入
場

し
た
の
で
あ
り
、
職
務
代
行
者
と
し
て
入
場
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な

い
」
と
す
る
）。
す
な
わ
ち
、
原
判
決
は
Ｒ
銀
行
と
Ｓ
生
命
の
各
担
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当
者
を
議
決
権
行
使
の
代
理
人
と
認
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本

判
決
は
代
理
人
と
は
認
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
な
お
、
弥
永
・

前
掲
六
五
頁
は
、
書
面
投
票
・
電
子
投
票
を
し
た
株
主
の
「
職
務
代

行
者
」
は
議
決
権
行
使
の
権
限
を
授
与
さ
れ
て
い
な
い
と
解
す
る
こ

と
が
株
主
本
人
の
意
思
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
推

測
さ
れ
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
）。

　

本
判
決
の
認
定
に
よ
る
と
、
株
主
で
あ
る
法
人
の
代
理
人
が
株
主

総
会
に
出
席
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
法
人
株
主
が
な
し

た
書
面
投
票
が
効
力
を
認
め
ら
れ
よ
う
（
書
面
投
票
に
よ
っ
て
行
使

し
た
議
決
権
数
は
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
数
に
算
入
さ
れ
る
〔
会

三
一
一
条
二
項
〕）。

　

な
お
、
Ｒ
銀
行
は
書
面
投
票
を
し
て
い
る
の
で
、
Ｒ
銀
行
担
当
者

が
本
件
総
会
会
場
に
入
場
す
る
に
あ
た
っ
て
議
決
権
行
使
書
面
の
提

示
は
で
き
な
い
。
職
務
代
行
通
知
書
の
よ
う
な
代
理
権
を
示
す
書
面

を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
て

も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
（
な
お
、
原
判
決
で
も
本
判
決
で
も
、
Ｐ
〔
Ｑ

社
の
職
務
代
行
者
〕
が
番
号
四
の
発
言
票
を
受
け
取
っ
て
本
件
総
会

会
場
に
入
場
し
た
事
実
と
並
べ
て
、
Ｒ
銀
行
の
担
当
者
は
番
号
九
七

の
発
言
票
を
受
け
取
っ
て
会
場
に
入
場
し
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
発
言
票
を
受
け
取
っ
て
入
場
し
た
か
ら
と
い
っ
て
議
決

権
行
使
代
理
権
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
）。
あ
く
ま
で
も
推
測
に

す
ぎ
な
い
が
、
Ｒ
銀
行
の
担
当
者
は
名
刺
や
従
業
員
証
を
示
し
て
入

場
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（『
論
点
体
系
会
社
法
2
』〔
二
〇
一
二

年
〕
四
七
二
頁
〔
松
山
遙
〕、
山
下
徹
哉
「
本
判
決
解
説
」『
令
和
元

年
度
重
要
判
例
解
説
』〔
二
〇
二
〇
年
〕
九
七
頁
参
照
。
な
お
、「
二

〇
一
九
年
版
株
主
総
会
白
書
」
商
事
法
務
二
二
一
六
号
〔
二
〇
一
九

年
〕
九
八
～
九
九
頁
参
照
）。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
総
会
の
受

付
に
お
い
て
は
、
広
い
意
味
で
の
関
係
者
の
入
場
を
認
め
る
よ
う
な

確
認
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
傍
聴
者
の
入
場
を
認
め

な
い
確
認
に
は
な
っ
て
い
な
い
）。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
融
通
無
碍

に
立
場
を
選
択
で
き
る
こ
と
で
よ
い
の
か
は
疑
問
だ
と
の
批
判
が
な

さ
れ
て
い
る
（
伊
藤
雄
司
「
本
判
決
解
説
」
法
学
教
室
四
七
四
号

〔
二
〇
二
〇
年
〕
一
三
五
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
入
場
時
に
右
の
よ

う
な
程
度
の
確
認
し
か
行
わ
な
い
こ
と
で
生
じ
る
事
務
の
混
乱
は
や

む
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
仮
に
Ｒ
銀
行
の
担
当
者

が
代
理
権
を
示
す
か
の
よ
う
な
書
面
を
提
示
し
て
入
場
し
て
い
た
と

し
て
も
、
前
述
（
四
）
の
よ
う
に
、
決
議
と
の
関
係
で
問
題
と
さ
れ

る
べ
き
な
の
は
採
決
時
に
代
理
権
を
有
す
る
か
否
か
で
あ
る
（
北

村
・
前
掲
八
～
九
頁
、
尾
崎
安
央
「
原
判
決
評
論
」
私
法
判
例
リ

マ
ー
ク
ス
六
一
号
〔
二
〇
二
〇
年
〕
八
五
頁
参
照
）。
Ｒ
銀
行
の
担

当
者
が
採
決
の
際
に
代
理
権
を
授
与
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
説
明
し
て

い
る
事
実
関
係
の
下
で
は
、
採
決
時
に
は
（
代
理
人
で
は
な
い
）
同
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担
当
者
に
は
代
理
人
ら
し
い
外
観
も
生
じ
な
い
（
山
下
・
前
掲
九
七

頁
）。

　

そ
の
結
果
、
本
件
持
株
会
の
議
決
権
数
も
考
慮
す
る
と
（
前
述
四

参
照
）、
原
判
決
の
立
場
だ
と
Ｘ1

ら
の
得
票
数
は
い
ず
れ
も
過
半
数

に
な
ら
な
い
（
Ｍ
ら
も
同
様
）
の
に
対
し
て
、
本
判
決
に
よ
る
と
、

Ｘ1

ら
の
得
票
数
は
い
ず
れ
も
過
半
数
で
あ
る
（
Ｍ
ら
は
過
半
数
に
な

ら
な
い
）。

六
、
株
主
総
会
決
議
の
成
立
時
点
（
争
点
④
）

　

前
述
（
二
（
1
））
の
よ
う
に
、
開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
に
お
い

て
決
議
が
成
立
し
て
い
な
い
の
に
総
会
議
長
が
決
議
成
立
を
宣
言
し

て
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
決
議
は
不
存
在
で

は
な
く
、
決
議
取
消
事
由
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
一
般
に
解
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
投
票
の
結
果
は
議
長
に
よ
つ
て
表
明

せ
ら
れ
る
ま
で
は
議
事
の
内
容
を
な
す
も
の
に
過
ぎ
ず
、
議
長
が
投

票
の
結
果
を
確
認
宣
告
し
て
は
じ
め
て
議
決
が
成
立
す
る
」（
名
古

屋
高
判
昭
和
三
八
年
四
月
二
六
日
下
民
集
一
四
巻
四
号
八
五
四
頁
）、

つ
ま
り
、
議
長
の
宣
言
に
よ
っ
て
宣
言
の
内
容
（
可
否
）
通
り
の
決

議
が
成
立
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
宣
言
内
容
が
投
票
の
結
果
と
異
な
る

場
合
に
は
決
議
の
瑕
疵
の
問
題
に
な
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る

（『
逐
条
解
説
会
社
法
・
第
4
巻
』〔
二
〇
〇
八
年
〕
一
七
三
頁
〔
浜

田
道
代
〕、『
論
点
体
系
会
社
法
2
』〔
二
〇
一
二
年
〕
五
一
一
頁

〔
角
田
大
憲
〕）。

　

確
か
に
、
右
通
説
の
立
場
を
採
る
と
、
投
票
結
果
と
議
長
宣
言
が

内
容
的
に
一
致
す
る
通
常
の
場
合
に
は
、
決
議
の
可
否
成
立
時
と
出

席
株
主
の
了
知
時
が
一
致
す
る
分
か
り
易
さ
が
あ
る
。
一
方
で
、
議

長
権
限
を
強
く
把
握
し
過
ぎ
て
お
り
、
投
票
結
果
が
出
て
い
て
も
議

長
が
宣
言
し
な
け
れ
ば
決
議
は
成
立
せ
ず
、
宣
言
す
る
こ
と
で
議
長

は
投
票
結
果
と
逆
内
容
の
決
議
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と
い

う
不
都
合
を
生
じ
さ
せ
る
。
議
長
は
議
事
整
理
権
を
有
し
て
い
て
も

（
会
三
一
五
条
）、
決
議
の
可
否
存
否
を
決
定
す
る
権
限
を
有
さ
な
い

の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

本
判
決
④
が
引
用
す
る
最
判
昭
和
四
二
年
七
月
二
五
日
民
集
二
一

巻
六
号
一
六
六
九
頁
は
、
挙
手
な
ど
の
採
決
手
続
は
行
わ
れ
な
か
っ

た
が
、「
総
会
の
討
議
の
過
程
を
通
じ
て
、
そ
の
最
終
段
階
に
い
た

つ
て
、
議
案
に
対
す
る
各
株
主
の
確
定
的
な
賛
否
の
態
度
が
お
の
ず

か
ら
明
ら
か
と
な
つ
て
、
そ
の
議
案
に
対
す
る
賛
成
の
議
決
権
数
が

そ
の
総
会
の
決
議
に
必
要
な
議
決
権
数
に
達
し
た
こ
と
が
明
白
に
な

つ
た
以
上
、
そ
の
時
に
お
い
て
表
決
が
成
立
し
た
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
り
」、
議
案
の
賛
否
は
「
右
総
会
に
出
席
し
た
株
主
全

員
が
こ
れ
を
了
知
し
て
い
た
」
と
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
（
大
判
昭
和

八
年
三
月
二
四
日
法
学
二
巻
一
一
号
一
三
五
六
頁
参
照
）。
本
判
決
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の
事
案
の
よ
う
に
、
採
決
し
な
け
れ
ば
議
案
の
可
否
が
分
か
ら
な
い

場
合
と
は
異
な
る
（
昭
和
四
二
年
最
判
は
、
討
議
の
最
終
過
程
と
採

決
と
が
一
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
）。
ま
た
、
す

べ
て
の
株
主
が
書
面
投
票
す
る
場
合
を
考
え
る
と
、
出
席
株
主
の
了

知
を
決
議
成
立
要
件
と
把
握
す
る
こ
と
も
適
切
で
は
な
か
ろ
う
。

　

議
案
を
否
決
す
る
決
議
に
よ
っ
て
は
新
た
な
法
律
関
係
は
生
じ
な

い
の
で
、
問
題
と
な
る
の
は
可
決
の
場
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
取

締
役
の
説
明
義
務
違
反
が
争
わ
れ
る
場
合
な
ど
と
異
な
っ
て
、
本
件

の
よ
う
に
採
決
の
結
論
で
あ
る
可
否
自
体
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
、

可
否
は
後
に
訴
訟
な
ど
に
よ
っ
て
判
別
が
つ
く
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ

ら
を
前
提
に
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
よ
う
。
可
決
さ
れ
た
の
に
否
決

さ
れ
た
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
Ｘ1

ら
の
取
締
役

の
地
位
確
認
な
ど
の
よ
う
に
議
案
が
可
決
さ
れ
た
旨
を
主
張
で
き
る
。

否
決
さ
れ
た
の
に
可
決
さ
れ
た
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ

れ
に
基
づ
く
新
た
な
法
律
関
係
の
効
力
が
問
題
と
さ
れ
、
手
続
的
瑕

疵
が
著
し
い
場
合
に
は
決
議
不
存
在
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
法
的
安

定
性
を
重
視
す
る
株
主
総
会
決
議
取
消
訴
訟
制
度
の
趣
旨
を
考
慮
し

て
、
可
決
さ
れ
た
が
取
消
事
由
が
あ
る
と
処
理
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
、
本
件
判
旨
④
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
本
判
決
は
「
決
議
は
、
会
社
が
株
主
の
投
票
を
集
計
し
、

決
議
結
果
を
認
識
し
得
る
状
態
と
な
っ
た
時
点
で
成
立
す
る
」
と
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
議
長
に
よ
る
議
決
の
宣
言
と
同
視
し
う

る
よ
う
な
客
観
的
に
明
白
な
状
況
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
議

の
成
立
を
認
め
る
な
ら
ば
、
会
社
関
係
者
の
間
で
決
議
の
成
否
に
つ

い
て
意
見
が
区
々
に
分
か
れ
混
乱
が
生
じ
る
、
と
の
批
判
が
あ
る

（
伊
藤
・
前
掲
一
二
五
頁
）。
し
か
し
、
可
否
の
決
着
を
つ
け
る
た
め

に
採
決
し
、
そ
の
結
果
を
議
長
が
宣
言
し
、
さ
ら
に
賛
成
・
反
対
の

議
決
権
数
を
開
示
も
す
る
。
議
長
の
宣
言
や
情
報
開
示
は
混
乱
回
避

の
機
能
を
有
し
よ
う
が
、
決
議
の
成
立
時
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。

山
本
　
爲
三
郎


